
十
四
日
、
参
院
本
会
議
で
自
民
・
公

明
両
党
が
提
出
し
た
国
民
投
票
法
が
可
決

成
立
し
ま
し
た
。
国
民
投
票
法
は
今
週
中

に
も
公
布
の
予
定
で
、
施
行
は
公
布
の
三

年
後
。
憲
法
九
六
条
は
改
正
に
つ
い
て
、

衆
参
各
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
で
発
議
し
、
国
民
の
過
半
数
の
賛
成

で
承
認
す
る
と
規
定
。

投
票
法
は
①
国
民
投
票
の
対
象
を
憲
法

改
正
に
限
定
②
投
票
権
は
十
八
歳
以
上
と

す
る
が
、
公
選
法
や
民
法
な
ど
が
改
正
さ

れ
る
ま
で
は
二
十
歳
以
上
に
据
え
置
き
③

両
院
に
憲
法
審
査
会
を
設
置
、
法
施
行
ま

で
憲
法
改
正
案
を
提
出
、
審
査
し
な
い
〜

な
ど
が
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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国民投票法の骨子

○国民投票の対象は憲法改正に限定。

○投票権者は１８歳以上の日本国民。１８歳

以上が国政選挙に参加できるよう公職選挙法、

民法など関連法令の規定に必要な措置を講じ

るまで２０歳以上。

○賛成が投票総数の２分の１を超えた場合は

承認。白紙等は算入せず。

○選管職員ら特定公務員の国民投票運動は禁

止。公務員や教育者が地位などを利用して運

動することはできない。ただ罰則は設けない。

○テレビ等の有料意見広告は投票期日前２週

間は禁止。

○施行は公布から３年後。憲法審査会は施行

まで改憲案の提出、審査は行わない。

不公正で反民主的

①最低投票率など定めていない。憲法の改正は主権

者である国民にその決定権があるにもかかわらず、

投票率がどんなに低くても改憲案が通りうる仕組み

になっている。

②公務員や教育者の自由な意見表明や国民投票運動

を不当に制限していること。地位利用を理由に、な

ぜ公務員、教育者のみが運動を規制されなければな

らないのか。

③改憲案の公報や広告のしくみが、改憲推進勢力に

有利なものになっていること。広報協議会は改憲賛

成の会派が圧倒的多数を占め、公報や無料の広告な

ど都合よく運営される仕組みとなっている。

④憲法審査会の合同審査会の開催と権限、また両院

協議会の開催を可能とする仕組みは、憲法九六条の

趣旨に反し、両院制の原則をないがしろにするもの。

国会における発議をしやすくするための仕組み。



★
Ｊ
Ｒ
不
採
用
事
件
の
早
期
解
決
を
求
め

る
取
り
組
み

五
月
二
十
一
日
（
月
）
〜

二
十
五
日
（
金
）
ま
で

国
交
省
前
十
時
半
〜

★
六
月
中
央
行
動

六
月
十
八
日
〜
二
十
二
日
ま
で

★
県
内
各
自
治
体
へ
〜
六
月
議
会
に
向
け

て
、
自
治
体
意
見
書
採
択
の
要
請
を
展
開

す
る
。
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初日は秋田地本に６回コールド。２日目は東京地本Ｂに５回

コールドで、２×９で負けましたが、秋田戦では、福富君のホー

ムラン、東京Ｂ戦では、新潟のピンチを何度も救ったサード荒

井君のスーパープレイ。でも、何よりもチームの士気を上げた

のは、本多君が新潟チームに戻って来た事です。

２試合とも、スタメンライトでフル出場で大活躍？しました。

次回こそ新たな仲間を増やし、新潟に勝利を持ち帰れる様にし

たいと思います。

主将 加藤 秀夫

★大会終了後～加藤さんからメールで報告がありました。みな

さんごくろうさまでした。

監督 田代恒美 ５３才 中越支部

主将 加藤秀夫 ４３才 新潟支部

選手 笹川一則 ４９才 直江津支部

木村伸一 ４２才 直江津支部

剣持利男 ４５才 中越支部

近藤 努 ４６才 中越支部

福富雅彦 ４８才 中越支部

中沢達也 ４５才 中越支部

荒井 聡 ４５才 新潟支部

石田雅一 ５１才 新潟支部

石川忠雄 ４６才 新潟支部

佐藤昌典 ５１才 新潟支部

本多勝利 ４４才 新潟支部

大塚公一 ４５才 直江津支部


